
は
じ
め
に

（
１
）

所
謂
国
儒
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
『
弁
道
書
』
に
お
い
て
太
宰
春
台
（
一
六

八
○
〈
延
宝
八
〉
～
一
七
四
七
〈
延
享
四
〉
年
）
は
、
神
道
と
は
日
本
固
有
の

道
で
は
な
く
、
普
遍
的
で
非
人
格
的
な
自
然
の
造
化
・
運
行
の
作
用
で
あ
る
と

し
た
。
即
ち
『
周
易
』
に
依
り
な
が
ら
、
「
日
月
星
辰
、
風
雨
霜
露
、
寒
暑
昼

夜
の
類
の
如
き
、
凡
天
地
の
間
に
有
る
事
の
人
力
の
所
為
に
あ
ら
ざ
る
は
、
皆

神
の
所
為
に
て
、
萬
物
の
造
化
是
よ
り
起
り
、
是
を
以
て
成
就
す
る
を
天
の
神

（
２
）

道
と
申
候
」
と
言
い
、
自
然
界
の
霊
妙
な
働
き
が
「
天
の
神
道
」
で
あ
る
と
す

る
。
こ
れ
に
反
溌
し
た
国
学
者
本
居
宣
長
（
一
七
三
○
〈
享
保
十
五
〉
～
一
八

○
一
〈
享
和
元
〉
年
）
は
、
日
本
の
神
道
と
春
台
の
説
く
そ
れ
と
の
異
質
性
を

次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

（
神
道
と
は
ｌ
引
用
者
、
以
下
同
）
か
の
國
に
し
て
は
、
い
は
ゆ
る
天

ハ
カ
リ
ガ
タ
ク
ア
ヤ
シ

ム
ナ
シ

地
陰
陽
の
、
不
測
く
霊
き
を
さ
し
て
い
ふ
め
れ
ば
、
た
琴
、
空
き
理
の
み

に
し
て
、
た
し
か
に
其
物
あ
る
に
あ
ら
ず
、
さ
て
皇
國
の
神
は
、
今
の

ヲ
ヅ
ソ
ア
メ
ノ
シ
ダ
シ
ロ
シ
メ
ス

ミ
オ
ヤ

ム
ナ
シ

現
に
御
宇
天
皇
の
皇
祖
に
座
て
、
さ
ら
に
か
の
空
き
理
を
い
ふ
類

カ
ヲ
プ
、
、
、

ハ
カ
リ
ガ
タ

に
は
あ
ら
ず
、
さ
れ
ば
か
の
漢
籍
（
『
周
易
』
）
な
る
神
道
は
、
不
測
く

賀
茂
規
清
の
神
代
巻
解
釈

ミ
オ
ヤ
ノ

あ
や
し
き
道
と
い
ふ
こ
、
ろ
、
皇
國
の
神
道
は
、
皇
祖
神
の
、
始
め
賜
ひ

コ
ト
ー

た
も
ち
賜
ふ
道
と
い
ふ
こ
と
に
て
、
其
意
い
た
く
異
な
る
を
や
（
『
直
毘

（
３
）

菫
垂
』
）

『
周
易
』
の
神
が
「
空
し
き
理
」
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
日
本
の
神
は

皇
祖
神
と
し
て
の
実
体
を
有
す
る
と
言
う
。
宣
長
に
よ
れ
ば
実
在
性
こ
そ
が
日

本
の
神
の
固
有
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
非
人
格
的
な
〃
作
用
の
神
〃
に
優
越
す
る

価
値
な
の
で
あ
っ
た
。
以
上
は
、
大
雑
把
に
言
え
ば
普
遍
的
・
非
人
格
的
な
神

観
念
と
特
殊
日
本
的
な
人
格
的
実
在
の
神
観
念
の
対
立
で
あ
る
。

（
４
）

そ
こ
で
こ
の
宣
長
の
神
観
念
に
対
し
て
儒
教
的
神
道
側
か
ら
多
く
反
論
書
が

提
出
さ
れ
た
。
そ
の
立
場
は
春
台
と
は
違
っ
て
、
日
本
固
有
の
「
道
」
と
し
て

の
神
道
を
自
明
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
然
記
紀
神
話
や
天
皇
の
存

在
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
普
遍
主
義
・
合
理
主
義
と
い
か
に
関
係
づ
け
る
か
と

い
う
テ
ー
マ
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
動
き
に
は
、
儒
教
思
想
と
特
殊
日
本
的
な
も
の
と
の
結
合
に
関
し
て
、

近
世
前
期
の
儒
家
神
道
の
段
階
と
は
、
異
質
の
面
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う

に
思
う
。
即
ち
儒
教
思
想
に
よ
る
付
会
を
国
学
か
ら
批
判
さ
れ
た
儒
教
的
神
道

は
、
そ
の
後
、
か
え
っ
て
特
殊
日
本
的
な
も
の
を
強
固
に
普
遍
化
・
合
理
化
す

末
永
恵
子

一
○
九



る
傾
向
を
帯
び
て
く
る
。
普
遍
性
・
合
理
性
を
付
与
す
る
こ
と
で
逆
に
特
殊
日

本
的
存
在
を
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
儒
教
的
神
道
の
変
容
は
、

神
観
・
天
皇
観
・
神
代
巻
観
等
々
を
め
ぐ
る
国
学
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
か
ら

生
じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
儒
教
的
神
道
思
想
が

国
学
と
対
時
し
て
、
具
体
的
な
問
題
領
域
に
踏
み
込
ん
で
議
論
を
展
開
し
た
場

が
神
代
巻
解
釈
で
あ
る
。
神
代
巻
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
ど
う
読
み
解
く
か
、
そ

れ
に
よ
っ
て
神
道
思
想
の
内
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
従
っ
て
そ
の
解
釈
の
特
徴

を
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
儒
教
的
神
道
が
新
た
に
立
ち
向
か
っ
た
課
題
と
そ
れ

に
対
す
る
解
答
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
幕
末
期
の
儒
教
的
立
場
に
よ
る
神
代
巻
解
釈

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
の
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
が
、
烏
傳
神
道
の

提
唱
者
賀
茂
規
清
（
一
七
九
八
〈
寛
政
十
〉
～
一
八
六
一
〈
文
久
元
〉
年
）
で

あ
る
。
規
清
は
神
話
と
儒
教
理
念
の
は
ざ
ま
に
存
在
す
る
ク
リ
ア
す
べ
き
問
題

ｌ
神
話
の
内
容
の
物
理
的
矛
盾
然
り
。
神
々
の
行
為
の
道
徳
性
然
り
。
ｌ

に
直
面
し
て
、
そ
れ
を
従
来
の
解
釈
史
と
は
異
な
る
方
法
で
克
服
す
る
こ
と

を
意
図
し
た
。

規
清
以
前
の
儒
教
的
神
道
の
中
に
は
、
吉
田
、
吉
川
、
垂
加
神
道
の
解
釈
の

よ
う
に
、
神
代
巻
の
神
々
を
造
化
・
気
化
・
体
化
・
心
化
の
四
つ
の
位
相
に
読

承
換
え
る
方
法
に
よ
っ
て
、
神
話
の
物
理
的
矛
盾
や
道
徳
性
の
問
題
の
克
服
を

試
み
、
そ
こ
に
儒
教
理
念
を
読
み
込
ん
だ
も
の
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
次
の
よ
う

な
解
釈
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

天
神
七
代
者
造
化
之
神
、
地
神
五
代
者
身
化
之
神
、
伊
美
諾
尊
伊
葵
冊
尊

者
、
兼
一
造
化
気
化
二
之
神
号
。
ト
部
未
生
之
伊
奨
諾
伊
奨
冊
、
已
生
之

伊
美
諾
伊
奨
冊
之
説
正
謂
レ
此
也
。
未
生
則
天
之
陰
陽
造
化
之
神
、
已
生

前
述
の
よ
う
に
規
清
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
七
代
章
を
「
万
人
ノ
系
図
」
、

大
八
洲
生
成
章
以
下
を
「
帝
王
ノ
系
図
」
と
規
定
し
て
い
る
。
な
お
前
者
に
つ

（
７
）

い
て
は
、
別
稿
に
て
既
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
以
下
要
点
だ
け
述
べ
る
。

（
８
）

（
引
用
は
『
根
國
史
人
間
開
關
系
図
之
弁
』
）

ｌ
規
清
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
神
世
七
代
章
の
神
々
は
、
懐
妊
期
の
胎
児
の

形
成
過
程
の
象
徴
と
さ
れ
た
り
、
人
間
発
生
の
根
源
で
あ
る
生
殖
に
結
び
つ
け

ら
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
人
間
の
存
在
の
根
拠
に
関
わ
ら
せ
て
編
成
さ
れ
た
。

規
清
は
、
「
胎
内
ヲ
遡
レ
ハ
卒
二
天
地
ノ
玄
妙
二
至
り
万
物
ノ
起
元
ヲ
悟
ル
ハ

系
図
二
基
カ
ズ
ン
バ
何
ヲ
以
テ
魂
ノ
往
来
ヲ
知
ラ
ン
」
と
主
張
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
人
間
の
「
身
ノ
本
、
心
ノ
元
」
お
よ
び
「
死
γ
魂
ノ
行
末
」
を
示
し
た

典
拠
と
し
て
、
こ
の
神
話
を
読
承
換
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら

（
一
。
）

則
人
之
男
女
気
化
之
神
（
『
垂
加
社
語
』
）

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
規
清
は
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
ら
ず
神
代
巻

を
、
神
代
七
代
章
と
そ
れ
以
下
の
章
と
に
区
別
し
、
前
者
の
内
容
を
「
万
人
ノ

系
図
」
（
Ⅱ
人
間
の
生
命
の
根
源
を
示
す
も
の
）
・
後
者
の
内
容
を
「
Ⅱ
帝
王

（
６
）

ノ
系
図
」
（
Ⅱ
「
天
皇
」
の
起
源
を
示
す
も
の
）
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
神
代
巻
を
性
質
の
異
な
っ
た
二
つ
の
「
系
図
」
と
捉
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
新
た
な
解
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
区
分
に
よ
る
解
釈
は
、
近
世
後
期
以
降
の
儒
教
的
神
道
と
国
学

と
の
相
克
、
緊
張
の
流
れ
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
う
区
分
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
い
か
な
る
神
道
思
想
が
構
築
さ
れ
た
の
か
、
神
代
巻
解
釈
の
分
析
か
ら
探

っ
て
行
こ
う
。

一
、
神
代
巻
解
釈

一

一

○



イ

人
間
の
道
徳
的
可
能
性
の
根
拠
ｌ
人
間
は
、
「
形
卜
云
心
卜
云
、
天
ノ
系
図
ヲ

直
二
稟
タ
」
存
在
で
あ
っ
て
、
「
徳
ヲ
天
地
卜
拾
然
ク
」
す
る
可
能
性
を
普
遍

的
に
保
持
し
て
い
る
ｌ
を
導
い
た
。
そ
の
よ
う
な
存
在
の
根
拠
を
熟
知
す
る
こ

と
が
、
「
死
ｙ
魂
ノ
行
末
ヲ
悟
リ
テ
迷
ヒ
ヲ
晴
」
ら
す
こ
と
に
直
結
す
る
と
い

う
判
断
の
下
で
の
神
話
の
再
構
築
で
あ
る
。
Ｉ

そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
「
天
下
治
看
政
道
ヲ
御
系
図
二
筒
テ
次
第
ヲ
立
給

フ
御
記
録
」
（
同
前
）
即
ち
為
政
者
の
あ
り
方
を
「
系
図
」
に
こ
と
よ
せ
て
示

（
９
）

し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
以
下
「
帝
王
ノ
系
図
」
を
『
日
本
書
紀
神
代
巻
根
国
史
』

（
以
下
引
用
は
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
こ
れ
に
よ
る
。
【
】
は
巻
数
）
に
依
拠

し
な
が
ら
分
析
し
、
先
の
「
万
人
ノ
系
図
」
と
の
関
連
を
考
察
し
、
規
清
の
神

代
巻
の
解
釈
の
意
義
に
言
及
し
た
い
。

１
〈
大
八
洲
国
生
成
章
〉
（
こ
の
章
の
引
用
は
【
一
】
以
下
同
様
）
「
帝
王
ノ
系

ヤ
ト

図
」
の
冒
頭
に
あ
た
る
こ
の
章
は
、
「
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
ノ
玉
禮
舎
リ
給
フ
所

ハ
ジ
メ

モ
ト
モ

キ
ミ

ニ
ｙ
、
道
ノ
草
創
也
。
其
道
〈
天
津
日
嗣
ノ
御
気
脈
也
。
最
御
代
々
ノ
大
王
ノ

御
血
脈
此
焉
始
ル
也
・
」
と
、
天
皇
家
の
始
祖
「
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
」
（
以
下
羽

明
玉
と
略
）
の
胎
内
に
お
け
る
発
生
、
誕
生
と
捉
え
ら
れ
る
。
即
ち
大
八
洲
の

生
成
は
「
胎
内
二
百
七
十
五
日
ノ
間
二
、
尊
ノ
玉
禮
成
就
」
し
た
比
喰
と
さ
れ

ブ
（
》
○

２
〈
四
神
出
生
章
〉
（
【
二
】
）
こ
の
章
は
ｌ
を
受
け
て
羽
明
玉
の
成
長
期
を
示

す
も
の
と
解
釈
す
る
。
四
神
の
誕
生
と
は
、
乳
幼
児
期
（
Ⅱ
蛭
児
に
象
徴
さ
れ

る
、
以
下
同
様
）
を
経
て
、
心
臓
（
Ⅱ
天
照
大
神
）
や
頭
脳
（
Ⅱ
素
美
鳴
尊
）

や
肝
臓
（
Ⅱ
月
読
尊
）
と
い
う
心
身
の
機
能
が
万
全
に
備
わ
る
こ
と
と
さ
れ
る
。

キ
、
、
、

羽
明
玉
は
誕
生
当
初
の
「
天
下
ノ
主
ト
ナ
リ
給
フ
御
心
ヲ
未
ダ
生
給
〈
」
な
い

状
態
か
ら
、
「
二
歳
ト
ナ
リ
三
歳
ト
ナ
ッ
テ
追
々
｜
一
心
ノ
天
一
一
登
」
る
よ
う
に
、

心
も
成
長
し
て
き
た
と
い
う
。
そ
の
文
脈
の
中
で
、
天
照
大
神
は
「
羽
明
玉
ノ

御
祖
王
ノ
御
心
徳
則
天
ガ
下
照
大
神
ト
賛
美
シ
テ
、
天
人
一
致
二
配
ス
神
号

キ
、
、
、

也
・
」
と
い
う
「
天
下
ノ
主
」
の
徳
を
象
徴
す
る
「
神
号
」
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
。３

〈
瑞
珠
盟
約
章
〉
（
【
三
】
）
十
七
、
八
歳
の
青
年
期
か
ら
老
壮
年
期
に
か
け

て
、
羽
明
玉
の
救
世
の
思
い
が
次
第
に
熟
し
た
こ
と
を
示
し
た
章
と
さ
れ
る
。

天
照
大
神
と
素
菱
鳴
尊
の
剣
玉
誓
約
に
よ
る
五
柱
の
彦
神
の
誕
生
は
次
の
よ
う

に
描
か
れ
る
。

尊
身
命
ヲ
批
チ
給
上
、
天
下
ヲ
万
世
救
ハ
ン
ト
思
召
ル
、
叡
慮
ノ
御
實
意

段
々
實
入
り
限
リ
ナ
ク
熟
シ
給
フ
ハ
、
素
尊
ノ
御
齢
（
四
十
歳
）
ニ
テ
玉

イ
，
ヅ
ハ
シ
ラ

ョ
リ
玉
ノ
五
ノ
彦
神
ヲ
御
心
ヨ
リ
産
ミ
給
フ
ト
云
義
ガ
此
章
ノ
主
意
也
。

故
二
此
五
男
ヲ
今
ヨ
リ
云
時
〈
仁
義
礼
智
信
ノ
五
常
也
。

羽
明
玉
は
救
世
の
思
い
が
熟
し
、
五
常
の
徳
を
備
え
る
ま
で
に
な
っ
た
と
解
釈

さ
れ
た
。
こ
れ
を
規
清
は
「
天
下
ヲ
治
ム
ル
・
根
元
」
を
示
し
た
章
で
あ
る
と
言

湧
伺
／
０

４
〈
宝
鏡
開
始
章
〉
（
【
三
】
）
天
照
大
神
の
磐
戸
篭
も
り
は
、
無
秩
序
な
社
会

状
況
お
よ
び
欲
望
に
曇
ら
さ
れ
た
人
心
で
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
は
、

当
時
の
羽
明
玉
が
身
を
置
い
た
環
境
の
比
嚥
と
さ
れ
る
。

此
御
祖
王
身
命
ヲ
批
チ
、
如
此
常
闇
ノ
世
ヲ
救
ン
卜
思
召
レ
テ
、
難
行
為

給
フ
ィ
壼
ス
ヘ
カ
ラ
ズ
。
或
是
所
ノ
穴
居
、
彼
所
ノ
穴
居
二
尋
給
上
、
彼

マ
マ

子
ン
コ
ロ
’
一

レ
ニ
事
筒
是
事
筒
テ
、
天
人
唯
一
ノ
国
道
ヲ
懇
教
諭
為
給
ヒ
ヶ
ル
ガ
、

サ
ス
ガ

了
持
性
圭
貝
人
二
備
ハ
ル
所
ナ
レ
バ
、
一
人
耳
二
入
り
、
二
人
耳
二
入
り
、

或
〈
磐
戸
ノ
中
二
徹
シ
テ
感
服
ス
ル
者
出
タ
リ
。

羽
明
玉
の
伝
道
に
感
化
さ
れ
従
っ
た
の
が
、
天
ノ
児
屋
命
、
太
玉
命
、
思
兼

■■■■■■■■■■■■■■

一

一



（
Ⅲ
）

命
等
の
三
十
二
神
と
さ
れ
る
。
三
十
二
神
は
「
師
ノ
御
志
願
ヲ
承
継
、
粉
骨
砕

身
ｙ
、
道
ヲ
弘
メ
、
人
心
ノ
日
出
ヲ
祈
」
っ
て
羽
明
玉
の
教
化
事
業
に
参
加
す

る
。
そ
の
結
果
、
「
明
ル
キ
政
事
ノ
行
ハ
ル
、
」
小
国
家
が
「
大
和
国
高
市
」

に
誕
生
し
た
。
そ
の
国
家
は
、
君
臣
の
秩
序
、
機
構
や
制
度
等
（
暦
制
・
農
事

の
方
法
）
も
調
い
、
「
王
位
二
服
シ
、
各
質
素
ヲ
守
り
善
事
二
進
ミ
、
道
ヲ
讓

ル
静
證
ノ
御
代
」
と
さ
れ
て
お
り
、
「
堯
舜
ノ
代
モ
カ
、
ル
、
ヘ
キ
ャ
ｃ
と
賛

美
さ
れ
て
い
る
。
規
清
は
こ
の
よ
う
な
理
想
国
家
へ
の
道
程
を
示
し
た
の
が
磐

戸
開
き
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
羽
明
玉
の
事
績
に
は
、

「
人
ヲ
治
メ
ン
ト
欲
ス
ル
人
、
先
シ
道
ノ
修
行
ヲ
壼
シ
、
八
腿
ノ
鏡
ノ
徳
二
至
」

る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
統
治
主
体
の
姿
勢
を
示
す
含
意
が
あ
る
の
だ

と
言
う
。
即
ち
為
政
者
に
自
己
修
養
を
求
め
た
教
訓
を
示
し
た
章
で
あ
る
と
言

う
の
で
あ
る
。

５
〈
宝
剣
出
現
章
〉
（
【
四
】
）
こ
の
章
は
、
羽
明
玉
の
事
績
を
連
ね
た
こ
れ
ま

で
の
章
と
は
異
な
り
、
羽
明
玉
が
人
々
に
比
喰
を
用
い
て
説
い
た
教
訓
が
ま
と

（
Ⅱ
）

め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
八
岐
大
蛇
神
話
に
は
、
「
倹
約
ノ
道
」
（
「
道
ノ
磐
座
」
、

「
万
世
ノ
法
」
と
重
要
視
さ
れ
る
）
が
、
大
己
貴
と
少
彦
名
命
と
に
よ
る
国
作

（
胆
）

り
神
話
に
は
人
間
の
騎
慢
に
つ
い
て
の
教
訓
が
、
ま
た
同
じ
国
作
り
神
話
の
「
吾

（
脇
）

所
産
児
凡
有
一
千
五
百
座
」
に
は
懐
妊
お
よ
び
出
産
に
関
す
る
徒
が
記
さ
れ
て

い
る
と
す
る
。

６
〈
天
孫
降
臨
章
〉
（
【
五
】
）
再
び
羽
明
玉
の
事
績
に
戻
り
、
こ
の
章
で
は
４

で
小
国
家
建
設
を
遂
げ
た
羽
明
玉
が
、
今
度
は
「
道
ナ
ク
王
ナ
キ
」
隣
国
を
征

服
し
遂
に
全
国
統
一
に
ま
で
及
び
、
人
心
を
掌
握
し
た
こ
と
の
比
噛
と
し
て
解

釈
さ
れ
て
い
る
。
以
下
具
体
的
解
釈
を
要
約
す
る
。

（
Ｍ
）

ｌ
天
上
か
ら
葦
原
中
国
へ
瓊
々
杵
尊
を
遣
わ
す
高
皇
産
霊
尊
は
、
三
十
二
臣

の
抱
い
た
救
世
の
思
い
で
あ
る
。
「
三
十
二
臣
胸
中
ノ
高
皇
産
霊
ガ
凝
り
粛
リ
、

●
●

サ
セ

羽
明
玉
ノ
御
祖
王
ヲ
立
テ
、
天
下
ヲ
御
統
一
為
マ
ポ
シ
ク
欲
ス
・
」
が
、
し
か

し
、
羽
明
玉
は
不
徳
を
理
由
に
全
国
統
一
の
勅
許
を
出
そ
う
と
し
な
い
。
し
か

し
、
つ
い
に
三
十
二
臣
の
熱
意
に
押
さ
れ
て
請
願
を
聞
き
入
れ
る
。
そ
の
羽
明

●
●

玉
の
「
勅
許
為
給
フ
叡
慮
ノ
生
ル
、
ヲ
瓊
々
杵
尊
御
降
誕
ト
云
・
」
即
ち
瓊
々

杵
尊
誕
生
と
は
羽
明
玉
の
「
叡
慮
」
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て

●
●

の
瓊
々
杵
尊
の
降
臨
と
は
、
羽
明
玉
の
「
御
徳
」
が
「
万
民
ノ
胸
中
二
天
降
り

普
ク
人
ノ
気
根
ト
ナ
リ
テ
、
君
ト
道
ト
ノ
魂
塊
舎
リ
、
気
質
変
化
シ
」
た
こ
と
、

即
ち
人
心
が
教
化
さ
れ
た
状
態
を
示
す
。
そ
の
結
果
人
々
は
、
「
君
ガ
為
卜
命

ウ
キ

モ
惜
カ
ラ
ジ
ト
憂
身
ヲ
省
シ
、
明
暮
君
ヲ
慕
上
奉
と
よ
う
に
な
っ
た
。
ｌ

規
清
は
、
こ
の
よ
う
な
事
績
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
の
眼
目
は
「
民

ノ
心
ヲ
ト
ル
」
こ
と
に
あ
る
と
い
う
教
訓
を
導
き
出
し
て
い
る
。

７
〈
海
宮
遊
幸
章
〉
こ
の
章
は
「
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
ノ
御
丹
精
二
筒
テ
御
制
度

段
々
二
行
届
キ
給
へ
、
〈
、
天
下
ノ
人
気
斯
一
同
ｙ
命
海
ノ
宮
二
修
行
至
リ
テ
神

ノ
治
召
ス
代
ノ
神
代
卜
為
ダ
ル
旨
此
章
ノ
主
意
也
【
七
】
」
と
ま
と
め
ら
れ
て

マ
マ

い
る
。
「
海
ノ
宮
」
と
は
「
贈
従
三
位
政
成
卿
ノ
心
中
深
キ
海
底
ニ
此
宮
居
ア

リ
。
先
武
道
堅
固
ノ
礎
二
誠
心
忠
孝
ノ
玉
ノ
柱
ヲ
建
並
、
へ
誠
ヲ
磨
ク
玉
ノ
莞
…

【
七
】
」
と
楠
正
成
を
例
に
と
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
理
想
的
人
間
の
境
地
の

比
噛
で
あ
る
。
従
っ
て
社
会
全
体
が
理
想
的
境
地
に
至
る
「
修
行
」
を
行
っ
て

「
神
代
」
の
よ
う
な
状
態
が
出
現
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
釈
に
お
い
て
は
、
羽
明
玉
の
人
心
教
化
に
よ
る
道
の
実
現

が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
テ
ー
マ
に
沿
う
形
で
瓊
々
杵
尊
・
火

火
出
見
尊
・
鷆
鵺
草
葺
不
合
尊
の
三
神
は
治
者
羽
明
玉
の
徳
と
さ
れ
て
い
た

一
一
一
一



り
、
逆
に
次
の
よ
う
に
被
治
者
の
人
気
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

時
二
火
火
出
見
尊
天
津
日
嗣
治
看
ト
ハ
期
ノ
人
気
ガ
、
其
天
下
ノ
御
徳
也
。

鷆
鵺
草
葺
不
合
尊
天
津
日
嗣
治
君
ト
ハ
同
ク
期
ノ
人
気
ガ
其
天
下
ノ
王
ノ

御
徳
也
。
去
レ
〈
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
天
下
治
看
間
二
、
瓊
々
杵
尊
・
火
火

出
見
尊
・
鷆
鵺
草
葺
不
合
尊
卜
天
下
ノ
人
気
三
変
シ
テ
弥
天
人
唯
一
ト
ナ

ル
人
気
ノ
天
下
ヲ
神
日
本
磐
余
彦
尊
二
稟
継
サ
セ
給
フ
赴
、
書
一
一
顕
ハ
ル

所
〈
斯
ノ
如
シ
【
六
】
。

「
期
ノ
人
気
ガ
其
天
下
ノ
王
ノ
御
徳
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
治
者
の
徳
は
被
治

者
の
気
風
に
直
接
反
映
す
る
。
被
治
者
の
気
風
が
即
ち
為
政
者
の
徳
で
あ
る
と

い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
規
清
は
こ
の
三
神
の
継
承
を
「
人
気
三
変
」
と
捉
え
、

「
人
気
」
が
漸
進
的
に
理
想
的
状
態
と
な
る
道
程
と
考
え
て
い
る
。

８
〈
神
皇
承
運
章
〉
（
【
七
】
）
こ
の
章
は
、
羽
明
玉
が
死
去
し
た
後
、
嗣
子
神

日
本
磐
余
彦
尊
に
よ
る
皇
位
の
継
承
の
事
実
を
記
す
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
代
替
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

夫
レ
世
ヲ
神
代
或
聖
代
ト
ナ
ス
ハ
、
神
ガ
神
ノ
道
ヲ
行
上
給
ハ
ザ
レ
バ
ナ

ラ
ズ
。
又
神
聖
ノ
気
脈
心
化
ノ
皇
子
〈
稀
ニ
モ
連
続
ナ
ス
、
ヘ
シ
。
ナ
レ
ド

血
脈
ノ
皇
子
二
聖
徳
ノ
王
ノ
連
続
〈
、
天
ア
リ
テ
是
而
已
。
御
祖
王
ノ
御

徳
モ
届
キ
給
フ
ニ
至
ラ
ズ
。
於
是
神
代
ノ
連
続
セ
ザ
ル
ハ
是
非
ヲ
云
ゞ
へ
キ

ー
非
ズ
。
其
〈
天
爵
ノ
王
ニ
ァ
ラ
ザ
レ
ペ
、
神
代
ヲ
相
承
為
給
フ
、
ヘ
キ
ニ

非
ズ
。
神
日
本
磐
余
彦
〈
傳
国
ノ
王
一
一
ｙ
其
君
徳
〈
人
爵
也
。
故
二
人
皇

二
ｙ
神
皇
一
天
非
ズ
。
於
是
天
爵
ノ
王
ヲ
神
代
ト
シ
、
人
爵
ノ
王
ヲ
人
皇

卜
為
義
〈
、
父
王
ヲ
尊
崇
為
給
上
、
自
ヲ
謙
リ
テ
父
王
ノ
治
召
ス
御
代
ト

シ
、
自
ノ
治
召
ス
御
代
ヲ
人
ノ
代
卜
差
別
為
給
フ
丁
、
神
武
天
皇
御
孝
道

ノ
叡
慮
ヨ
リ
出
テ
神
代
人
皇
卜
差
別
ナ
ル
可
著
明
シ
。
其
〈
神
代
〈
聖
代

卜
云
可
ナ
レ
バ
也
。
何
ゾ
自
ヲ
神
代
ト
宣
フ
、
ヘ
ヶ
ン
ャ
。
故
二
代
々
神
代

ウ
ベ

ト
云
事
ヲ
障
り
給
フ
モ
宜
ナ
ラ
ン
カ
シ
。

こ
こ
で
は
皇
位
継
承
者
に
つ
い
て
、
「
神
聖
ノ
気
脈
心
化
ノ
皇
子
」
と
「
血
脈

ノ
皇
子
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
文
意
に
や
や
不
明
な
点
が
あ
る
が
、
前
者

は
「
神
聖
」
の
「
心
」
の
し
ゞ
ヘ
ル
の
継
承
を
意
味
し
、
一
方
「
血
脈
ノ
皇
子
」

は
文
字
ど
お
り
血
統
に
よ
る
継
承
を
指
す
。
皇
位
継
承
は
「
血
脈
ノ
皇
子
一
一
聖

徳
ノ
王
ノ
連
続
ハ
、
天
ア
リ
テ
是
而
已
」
と
あ
っ
て
血
統
と
い
う
資
格
だ
け
で

は
不
十
分
で
、
心
の
徳
が
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
羽
明
玉
は
「
天
爵

ノ
王
」
で
あ
る
が
、
そ
の
嗣
子
神
日
本
磐
余
彦
は
「
人
爵
ノ
王
」
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
「
神
代
」
と
「
人
ノ
代
」
を
解
釈
し
て
、
前
者
は
神
日
本
磐
余
彦

の
立
場
か
ら
羽
明
玉
の
治
世
に
対
す
る
尊
敬
を
込
め
た
呼
称
、
後
者
は
神
日
本

磐
余
彦
が
自
己
の
治
世
を
謙
遜
し
て
表
し
た
名
称
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う

な
点
か
ら
強
調
さ
れ
る
の
は
羽
明
玉
の
稀
な
る
徳
と
偉
業
で
あ
る
。
さ
ら
に
次

の
よ
う
に
言
う
。

天
皇
〈
死
心
ノ
速
日
ノ
御
徳
ヲ
云
テ
、
気
脈
ノ
相
承
心
ノ
天
子
ヲ
云
也
。

此
〈
天
心
二
天
下
ヲ
為
ン
卜
欲
ス
国
初
王
ノ
叡
盧
卒
二
届
カ
セ
ラ
レ
テ
、

天
下
悉
ク
天
心
ノ
天
子
気
脈
ノ
天
皇
ト
ナ
リ
テ
此
上
二
尊
キ
ハ
非
ズ
。
勿

論
期
ノ
天
子
如
此
天
下
ヲ
治
メ
給
フ
御
規
模
ヲ
天
皇
卜
云
、
則
天
心
ノ
天

子
也
。
就
〈
代
々
ノ
天
子
ノ
御
徳
モ
茜
万
民
ノ
治
ル
人
気
ニ
ア
リ
テ
、
天

皇
卜
尊
崇
シ
奉
ル
也
。
然
ラ
ザ
レ
バ
、
称
而
已
ノ
天
皇
ニ
シ
テ
天
地
神
明

二
通
シ
テ
尊
キ
天
皇
一
天
非
ズ
・
故
二
代
々
人
気
ヲ
以
テ
御
読
卜
為
義
也
。

呉
々
天
皇
ノ
御
心
一
一
万
民
ノ
心
天
皇
ニ
ナ
ラ
ザ
レ
バ
、
国
治
リ
タ
ル
ト
云

義
一
天
非
ズ
。
例
セ
バ
民
ヲ
聖
代
ト
ナ
シ
給
ハ
ザ
レ
バ
、
聖
代
ナ
ル
｜
天

非
ズ
。
是
ヲ
以
テ
民
ノ
心
ガ
天
皇
ニ
ナ
ラ
ザ
レ
バ
、
天
子
ノ
天
皇
一
一
在
座

一
一
一
一
一



ザ
ル
ヲ
知
ル
ベ
シ
。

こ
こ
で
は
「
天
子
」
と
「
天
皇
」
が
区
別
さ
れ
お
り
、
「
天
子
」
は
徳
を
備
え

た
為
政
者
、
一
方
「
天
皇
」
は
血
統
上
の
地
位
と
読
む
こ
と
が
出
来
よ
う
。
「
天

皇
」
は
「
天
子
ノ
天
皇
」
（
徳
を
備
え
た
天
皇
）
た
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

そ
の
際
の
「
徳
」
と
は
「
菅
万
民
ノ
治
ル
人
気
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
統
治
能
力

で
あ
り
、
「
万
民
ノ
心
天
皇
一
一
ナ
」
る
と
い
う
徳
化
・
教
化
の
力
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
大
八
洲
生
成
章
以
下
の
神
代
巻
は
、
羽
明
玉
を
主
人
公
に
、

そ
の
誕
生
、
成
長
、
建
国
、
治
世
、
死
去
、
代
替
り
、
及
び
彼
の
遺
し
た
教
訓

を
示
し
た
一
代
記
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
中
で
、
規
清
は
「
吾
國
道
ノ
開
關
〈
神
皇
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
也
【
一
】
」

と
言
う
よ
う
に
、
日
本
国
の
「
道
」
の
創
建
を
実
在
の
人
物
に
よ
る
歴
史
的
事

実
と
し
て
描
く
と
同
時
に
為
政
者
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
た
。
故
に
「
帝
王
ノ

系
図
」
は
、
天
皇
の
政
治
の
始
原
と
天
皇
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
と
い
う
二
重

の
意
味
で
の
道
の
根
源
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
に
対
し
て
「
万
人
ノ
系
図
」
は
、
人
間
そ
の
も
の
の
存
在
の
根
拠

ｌ
生
殖
・
生
成
を
司
る
気
血
の
働
き
（
Ⅱ
「
神
道
」
）
ｌ
を
示
し
た
。
そ

れ
が
人
間
の
始
原
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
規
清
は
人
間
そ
の
も
の
の
始
原
と

日
本
国
の
「
道
」
の
そ
れ
を
別
々
に
神
代
巻
に
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
神
話
解
釈
の
大
き
な
特
徴
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
そ
の
神
観
に
あ
る
だ
ろ

う
。
彼
は
、
「
天
地
日
月
ノ
外
神
ト
称
ス
ル
ハ
、
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
〈
勿
論
、

三
十
二
臣
命
神
也
。
」
と
言
う
。
即
ち
’
「
天
地
日
月
」
則
ち
万
物
の
根
源
と

（
閲
）

な
る
天
地
自
然
と
２
羽
明
玉
と
三
十
二
臣
が
神
で
あ
る
と
す
る
。
１
は
先
に
見

た
春
台
の
「
天
の
神
道
」
に
近
い
普
遍
的
・
非
人
格
的
神
観
念
で
あ
る
。
２
に

以
上
、
羽
明
玉
の
人
心
教
化
を
基
礎
と
し
た
仁
政
に
よ
る
日
本
建
国
の
歴
史

像
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
清
は
日
本
の
始
原
に
お
い
て
政
治
の
道
が
確
立

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
。
従
っ
て
仁
政
の
実
現
し
て
い
た
国

つ
い
て
、
有
徳
者
Ⅱ
神
と
い
う
観
念
か
ら
「
道
ノ
修
行
成
就
シ
テ
、
天
心
至
り

給
フ
人
ヲ
神
卜
云
」
と
す
る
。
即
ち
太
古
日
本
に
お
い
て
神
と
な
っ
た
人
間
は
、

羽
明
玉
と
三
十
二
臣
で
あ
っ
た
。
故
に
神
代
巻
解
釈
に
お
い
て
実
在
の
神
は
、

こ
の
羽
明
玉
と
三
十
二
臣
に
限
定
さ
れ
た
。
そ
れ
と
表
裏
を
成
し
て
、
神
話
の

本
来
の
神
々
は
実
在
性
を
剥
奪
さ
れ
た
。
即
ち
「
神
変
不
測
ノ
活
用
ア
ル
神
〈

悉
ク
理
ヲ
求
ダ
ル
神
号
ニ
シ
テ
、
心
法
ノ
活
用
二
備
フ
神
也
。
」
と
神
々
は
、
「
理
」

や
「
心
法
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
、
「
日
月
水
火
気
血
等
錯
綜
の
活
用
」
や
、
「
善

悪
邪
正
」
を
示
す
と
さ
れ
た
。
皇
統
地
神
五
代
（
天
照
大
神
・
天
忍
穗
耳
尊
・

瓊
々
杵
尊
・
彦
火
火
出
見
尊
・
鷆
鵺
草
葺
不
合
尊
）
も
総
合
し
て
次
の
よ
う
に

説
か
れ
る
。

羽
明
玉
ノ
御
祖
王
御
一
世
ニ
シ
テ
心
化
五
変
ヲ
地
神
ト
云
、
其
中
上
二
代

ハ
ミ
コ
ト
全
ク
ノ
心
化
也
。
下
三
代
〈
統
御
ノ
間
天
下
ノ
人
気
三
変
ナ
ス

也
。
是
し
則
尊
ノ
御
徳
化
ナ
レ
バ
、
尊
ノ
心
化
ト
シ
テ
五
代
ノ
心
化
卜
云

也
【
七
】
。

五
柱
の
地
神
は
、
羽
明
玉
の
内
面
や
そ
の
感
化
の
現
れ
を
象
徴
す
る
「
心
化
」

の
概
念
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
、
物
理
的
存
在
を
否
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

神
話
の
神
々
の
行
為
ｌ
例
え
ば
天
照
大
神
と
素
菱
鳴
尊
と
い
う
姉
弟
の
神
に

よ
る
神
の
誕
生
と
い
う
道
徳
的
問
題
や
、
瓊
々
杵
尊
の
天
か
ら
地
上
へ
の
降
臨

と
い
う
物
理
的
矛
盾
等
を
解
消
し
た
と
い
え
よ
う
。

二
、
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
像
の
形
成
過
程

一

一
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と
し
て
日
本
を
捉
え
、
そ
の
仁
政
を
生
み
出
す
道
を
天
皇
の
道
と
意
義
付
け
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
で
は
な
ぜ
仁
政
の
主
体
が
羽
明
玉
な
の
か
？
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
は
、

規
清
独
自
の
造
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
来
歴
が

あ
る
。
本
章
で
は
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
像
の
性
格
的
特
徴
に
注
目
し
、
そ
の
特
徴

形
成
の
過
程
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
規
清
の
神
話
解
釈
の
歴
史
的
位
置
付
け
を

試
み
た
い
。

１
，
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
の
特
徴

羽
明
玉
ノ
御
祖
王
は
、
神
代
巻
瑞
珠
盟
約
章
に
一
カ
所
だ
け
登
場
す
る
羽

（
略
）

明
玉
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
羽
明
玉
は
、
天
照
大
神
を
訪
問
し
よ

う
と
す
る
素
菱
鳴
尊
に
八
坂
瓊
之
曲
玉
を
奉
っ
た
神
で
、
神
話
の
展
開
上
は
端

役
と
見
て
よ
い
。
規
清
は
こ
の
神
話
を
物
語
化
す
る
際
、
「
羽
明
玉
〈
心
ノ
明

ル
玉
卜
云
事
一
一
シ
テ
明
徳
卜
云
ン
ガ
如
シ
。
其
明
徳
二
至
り
給
フ
心
法
ノ
御
修

行
御
成
就
ノ
尊
号
也
。
【
三
】
」
と
読
み
換
え
た
。
つ
ま
り
「
明
徳
」
を
輝
か
し

た
人
物
で
あ
る
と
し
た
。
羽
明
玉
が
、
素
美
鳴
尊
に
奉
じ
た
「
八
坂
瓊
之
曲
玉
」

に
関
し
て
も
、
仁
政
に
関
連
し
て
解
釈
さ
れ
た
。

ウ
ッ
ク
シ
キ

ａ
、
八
坂
瓊
ハ
弥
栄
瓊
縮
ヤ
サ
カ
ニ
也
。
此
〈
国
家
第
一
ノ
御
寶
顕
見
蒼
生

ヲ
云
也
。
故
二
年
々
歳
々
生
々
ノ
弥
栄
瓊
ノ
王
民
行
末
限
リ
ナ
ク
、
繁
昌
ス

ル
ノ
称
也
。
【
三
】

、
□
、
○
四
ノ
グ

ｂ
、
瑞
ノ
八
坂
瓊
之
曲
玉
〈
瑞
々
シ
キ
弥
栄
瓊
ト
云
可
ニ
テ
、
人
ヲ
恵
ム
心
ノ

限
リ
ナ
ク
生
ス
ル
義
也
。
（
中
略
）
最
モ
此
曲
玉
ノ
理
〈
異
邦
二
云
仁
卜
白

ス
可
ニ
テ
天
下
ヲ
治
ル
此
上
ナ
キ
最
上
ノ
曲
玉
ナ
レ
ハ
：
。
【
三
】

八
坂
瓊
之
曲
玉
が
象
徴
す
る
の
は
、
ａ
「
王
民
」
の
繁
栄
と
ｂ
治
世
の
根
本
た

る
「
仁
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仁
政
の
象
徴
を
と
も
な
う
こ
と
で
羽
明
玉
は

仁
政
を
体
現
す
る
主
体
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。

２
、
羽
明
玉
を
め
ぐ
る
解
釈
史

以
上
の
よ
う
な
性
格
を
付
与
さ
れ
た
歴
史
の
主
人
公
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
が
、

神
代
巻
テ
キ
ス
ト
上
の
端
役
「
羽
明
玉
」
か
ら
変
貌
す
る
そ
の
道
程
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
概
観
す
る
。

大
八
洲
生
成
章
の
解
釈
に
お
い
て
、
規
清
は
「
此
章
ノ
伊
弊
諾
伊
弊
冊
尊
〈

神
皇
羽
明
玉
ノ
御
祖
王
ノ
父
母
ノ
神
二
尊
ヲ
指
テ
云
也
。
【
一
】
」
と
規
定
し
て

（
Ⅳ
）

い
る
が
、
神
代
巻
テ
キ
ス
ト
に
は
羽
明
玉
と
諾
再
二
尊
を
結
び
つ
け
た
記
述
は

ど
こ
に
も
無
い
。
こ
の
付
会
の
呼
び
水
と
な
っ
た
の
は
、
「
口
訣
ニ
モ
伊
弊
諾

尊
ノ
児
、
天
明
玉
命
〈
羽
明
玉
命
也
ト
ァ
ル
ヲ
思
上
合
ス
ヘ
シ
・
」
と
自
身
が

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
日
本
書
紀
口
訣
』
の
「
羽
明
王
者
、
伊
弊
諾
尊
児
、

（
肥
）

天
明
玉
也
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
日
本
書
紀
口
訣
』
は
、
羽
明
王
の
奉
っ
た
瑞

八
坂
瓊
之
曲
玉
に
つ
い
て
「
明
玉
即
仁
恵
之
事
相
也
」
と
語
釈
し
、
羽
明
玉
・

八
坂
瓊
曲
玉
・
仁
と
を
結
ぶ
解
釈
の
先
駆
を
な
し
て
い
る
。

ま
た
、
中
世
に
行
わ
れ
た
こ
の
箇
所
の
解
釈
の
中
で
も
、
八
坂
瓊
之
曲
玉
は

（
旧
）

重
点
的
に
言
及
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
「
萬
代
ノ
霊
宝
ト
ナ
ル
ソ
。
神
璽
ト
ナ

ル
ソ
。
天
子
ノ
玉
体
二
、
ソ
ヘ
ラ
レ
タ
ソ
・
」
（
吉
田
兼
倶
講
義
聞
書
『
神
書
聞

（
釦
）

塵
』
）
と
皇
位
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
、
「
瑞
卜
云
〈
、
萬
物
ヲ
潤
ス
徳
ア
ル
ソ
」

（
副
）

（
清
原
宗
賢
講
義
聞
書
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
）
の
よ
う
に
徳
と
結
合
さ
せ
る

見
解
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
中
世
の
注
釈
は
主
と
し
て
八
坂
瓊
曲
玉
に
潤
色
を

施
す
も
の
の
、
羽
明
玉
の
端
役
と
し
て
の
性
格
自
体
に
改
変
を
加
え
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
解
釈
自
体
も
語
釈
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
近
世
に
な
る
と
羽
明
玉
に
積
極
的
に
造
型
の
手
が
加
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
。
ま
ず
、
吉
川
神
道
に
お
い
て
瑞
珠
盟
約
章
の
解
釈
は
「
玉

一
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（
理
）

（
羽
）

伝
秘
訣
」
と
い
う
秘
伝
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
羽
明
玉
は
「
温
潤
慈

愛
ニ
シ
テ
能
ク
人
二
善
ヲ
施
シ
玉
フ
神
」
と
さ
れ
て
い
る
。
羽
明
玉
に
関
す
る

記
事
の
要
約
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
１
羽
明
玉
は
素
菱
鳴
尊
（
以
下
素
尊
と

略
）
と
「
別
腹
ノ
御
連
枝
」
の
関
係
で
あ
っ
た
。
素
尊
が
天
照
大
神
に
対
し
て

暇
乞
と
偽
り
謀
反
を
起
こ
そ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
察
し
た
羽
明
玉
は
、

「
其
心
ヲ
止
ン
ト
テ
、
惜
別
ノ
為
ト
テ
素
尊
ヲ
招
請
シ
、
此
玉
〈
僕
力
秘
蔵
ノ

物
也
ト
テ
御
馬
ノ
饒
二
奉
り
玉
フ
」
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
玉
に
寄
せ
て
、

「
御
父
諾
尊
瓊
矛
ヲ
以
テ
天
下
ヲ
治
メ
玉
フ
ハ
、
此
玉
之
徳
一
一
ヨ
ル
。
玉
ハ
温

順
ニ
シ
テ
天
徳
ヲ
備
り
。
（
中
略
）
凡
カ
ヲ
以
テ
人
ヲ
従
ン
卜
欲
レ
ハ
功
ナ
リ

難
シ
。
徳
ヲ
以
テ
セ
ハ
人
自
従
う
。
難
キ
ヲ
奔
テ
安
二
随
〈
天
ノ
道
ナ
リ
」
と

「
風
諫
」
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
素
尊
は
改
心
し
て
高
天
原
に
登
っ
て
い
っ
た
。

羽
明
玉
は
こ
の
物
語
ｌ
記
紀
神
話
が
再
構
成
さ
れ
て
い
る
ｌ
に
お
い
て

大
き
な
役
割
を
担
う
存
在
で
あ
る
。
即
ち
八
坂
瓊
之
曲
玉
に
込
め
ら
れ
た
教
訓

を
示
し
、
素
美
鳴
尊
を
「
其
宜
二
順
テ
諫
」
め
た
功
績
者
と
し
て
描
か
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
八
坂
瓊
之
曲
玉
に
つ
い
て
も
、
意
義
付
け
方
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。

因
し
葱
一
人
磨
レ
玉
明
レ
智
、
以
照
二
四
海
一
・
故
以
レ
玉
為
二
百
王
万
代
之

璽
一
・
三
種
神
宝
以
レ
此
為
し
要
。

口
授
日
、
天
下
ノ
ー
人
〈
万
民
ヲ
統
御
ス
。
故
二
天
下
ノ
苦
楽
〈
一
人
ノ

御
心
二
寓
ス
レ
ハ
、
今
日
ノ
御
心
大
切
也
。
善
悪
ト
モ
ニ
四
海
ノ
準
ト
ナ

リ
玉
へ
〈
、
固
有
ノ
玉
ヲ
磨
玉
上
智
ヲ
明
ニ
シ
テ
、
万
ノ
政
事
ヲ
治
玉
フ

可
専
要
也
。
玉
ヲ
ミ
カ
キ
智
ヲ
ア
キ
ラ
カ
ニ
ス
ル
ト
ハ
、
道
ヲ
学
テ
人
欲

ヲ
払
上
、
心
ヲ
潔
フ
ス
ル
可
也
。
（
中
略
）
只
国
人
ノ
苦
楽
ハ
人
君
ノ
心

’
一
ア
リ
、
常
二
王
徳
ヲ
磨
玉
フ
可
人
君
ノ
心
也
。
諾
尊
常
二
三
種
ノ
道
理

ヲ
御
教
ナ
サ
レ
シ
ハ
後
世
不
徳
ノ
君
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
也
。

こ
こ
で
は
、
八
坂
瓊
之
曲
玉
は
、
伊
奨
諾
尊
に
よ
る
後
世
へ
の
教
訓
が
込
め
ら

れ
た
神
宝
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
智
ヲ
明
二
」
す
る
こ
と
が
、
「
玉

ヲ
磨
」
く
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
「
常
二
玉
徳
ヲ
磨
玉
フ
可
人
君
ノ

心
也
。
」
と
為
政
者
の
心
の
あ
り
方
・
統
治
姿
勢
が
つ
ぶ
さ
に
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
中
世
に
お
け
る
解
釈
ｌ
八
坂
瓊
曲
玉
は
皇
位
の
象
徴
・

仁
の
象
徴
と
す
る
ｌ
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
具
体
性
と
教
訓
性
が
増
し
て
い

る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

ま
た
八
坂
瓊
曲
玉
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
は
趣
を
異
に
す
る
見
解
に
垂
加
神
道

（
別
）

の
「
八
坂
瓊
之
御
統
之
傳
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
此
宝
玉
よ
り
日
嗣
は

御
出
生
在
坐
也
、
故
に
玉
禮
則
ち
八
坂
瓊
之
曲
玉
也
」
と
、
玉
は
天
皇
の
身
体

と
同
一
視
さ
れ
る
。
ま
た
「
八
坂
瓊
の
勾
れ
る
が
如
き
以
て
曲
妙
に
御
宇
め
す

也
」
と
し
て
統
治
の
姿
勢
と
関
わ
ら
せ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
規
清
以
前
の
解
釈
を
概
観
し
た
結
果
、
中
世
に
お
い
て
羽
明
玉
・
八

坂
瓊
曲
玉
は
、
皇
位
や
仁
徳
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
注
釈
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ

し
て
近
世
に
な
る
と
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
為
政
者
の
心
の
あ
り
方
や
統
治
姿
勢

に
結
び
付
け
ら
れ
、
物
語
性
と
教
訓
性
が
付
加
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
と
規
清
の
解
釈
と
の
間
に
直
接
的
な
因
果
関
係

の
証
拠
は
検
出
で
き
な
い
も
の
の
、
同
様
の
解
釈
方
法
の
士
壌
の
上
に
、
規
清

の
羽
明
玉
像
の
成
立
の
一
要
因
を
求
め
得
る
だ
ろ
う
。

三
、
神
代
巻
解
釈
の
基
盤

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
神
代
巻
神
話
が
物
語
化
し
教
訓
化
す
る
展
開
上
に
規

一
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清
の
解
釈
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
規
清
の
解
釈
が
決
定
的

に
そ
れ
ま
で
の
解
釈
と
異
な
る
の
は
、
大
八
洲
以
下
の
神
代
巻
が
羽
明
玉
の
全

生
涯
を
描
い
た
一
つ
の
物
語
と
し
て
ｌ
断
片
的
な
神
話
の
寄
せ
集
め
で
は
な

く
ｌ
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
統
一
性
を
持
っ
た
歴
史
像
と
し
て
神

代
巻
を
理
解
す
る
あ
り
方
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈

を
行
う
思
想
的
基
盤
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

夫
後
世
ノ
亀
鑑
二
言
ヲ
胎
ス
ハ
、
何
ノ
為
ニ
カ
ア
ラ
ン
。
悉
天
下
ヲ
治
ル

ノ
道
而
已
ナ
ラ
ン
。
其
道
〈
形
ナ
キ
心
ノ
目
二
見
エ
ズ
、
手
二
取
レ
ザ
ル

モ
ノ
’
一
善
悪
ア
リ
、
其
勧
善
懲
悪
ノ
道
ナ
レ
バ
、
上
古
文
字
少
キ
世
ニ
ハ

道
ヲ
論
ス
’
一
、
天
地
二
基
キ
造
化
ノ
活
用
ヲ
心
法
二
引
付
、
或
理
ヲ
万
物

ニ
ョ
セ
、
事
跡
二
筒
テ
彼
ノ
形
ナ
キ
心
ノ
目
二
見
エ
ズ
、
手
二
取
レ
ザ
ル

モ
ノ
、
、
歩
行
善
ノ
道
ヲ
啓
発
、
悪
ノ
道
ヲ
塞
キ
テ
、
各
其
道
二
筒
テ
歩

行
（
生
涯
身
ヲ
全
フ
シ
、
国
治
マ
ル
ヲ
主
ト
ス
ル
用
、
神
典
也
。
【
三
】

こ
こ
に
は
規
清
独
自
の
神
代
巻
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。
引
用
に
よ
る
と
、
神

代
巻
は
「
亀
鑑
」
と
さ
れ
、
治
国
に
お
け
る
有
効
性
を
追
求
し
て
著
述
さ
れ
た

書
物
と
さ
れ
る
。
但
し
文
字
の
少
な
い
上
古
に
あ
っ
て
は
、
「
道
」
を
示
す
際

に
比
嚥
に
よ
り
表
現
す
る
し
か
他
に
手
段
が
無
か
っ
た
。
従
っ
て
、
比
嚥
の
中

に
埋
も
れ
た
「
道
」
を
解
釈
に
よ
り
発
掘
す
る
こ
と
が
自
己
の
課
題
と
な
る
の

で
あ
る
。

規
清
に
と
っ
て
神
代
巻
の
政
治
的
有
効
性
と
は
、
そ
こ
に
道
徳
的
道
が
貫
か

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
不
可
思
議
な
神
々
の
存
在
は
許
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
呉
々
怪
談
ヲ
立
レ
。
〈
、
国
道
〈
遊
群
〉
国
道
立

ザ
レ
ペ
王
ヲ
守
護
、
国
ヲ
堅
ク
ス
ル
ニ
至
ラ
ズ
。
兎
二
角
道
〈
忠
孝
ノ
実
地
ヲ

踏
ヨ
リ
外
ニ
ハ
非
ス
ト
知
ル
ヘ
シ
。
【
四
】
」
と
言
い
、
あ
く
ま
で
も
合
理
主
義

（
為
）

的
認
識
と
「
国
道
」
の
成
立
を
不
可
分
の
も
の
と
考
え
て
い
た
。
合
理
主
義
的

解
釈
は
、
「
怪
談
」
か
ら
人
々
を
解
放
し
て
道
徳
主
体
の
形
成
に
寄
与
す
る
が

故
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
合
理
主
義
的
解
釈
に
つ
い
て
の
認
識
が
、
当
時
に
あ
っ
て
ど
の

よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
を
最
後
に
考
察
し
た
い
。
規
渭
は
、
次
の
よ

う
に
当
時
の
習
俗
を
批
判
し
て
い
る
。

時
二
今
ノ
世
ノ
習
俗
、
神
〈
理
外
ノ
神
変
ア
ル
モ
ノ
ト
心
得
ツ
レ
ペ
、
神

ノ
不
測
ノ
活
用
、
理
二
符
ハ
サ
ル
ヲ
歓
上
、
修
身
斉
家
ト
ナ
ル
国
道
ノ
起

元
、
実
地
ヲ
歩
行
理
談
〈
尊
シ
ト
セ
サ
ル
人
気
〈
懐
慨
ス
ヘ
キ
ノ
至
リ
ナ

ラ
ン
。
【
四
】

こ
こ
で
は
、
人
知
を
超
え
た
不
可
思
議
な
神
を
信
仰
し
、
規
清
の
合
理
的
神

観
念
を
基
礎
に
し
た
「
理
談
」
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
風
潮
に
憤
っ
て
い
る
。

こ
の
批
判
対
象
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
主
と
し
て
国
学
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
（
現
世
利
益
信
仰
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
が
）
。

同
姓
真
淵
以
来
は
了
持
に
儒
佛
混
榛
の
迷
ひ
は
抜
た
れ
ど
、
国
体
の
腰
は

（
立
た
ず
）

矢
張
立
す
。
其
は
い
か
に
と
い
ふ
に
、
命
人
天
地
の
外
に
神
変
不
測
の
神

が
有
と
思
ふ
に
迷
ひ
晴
ざ
る
故
、
（
中
略
）
惜
か
な
其
労
す
る
筆
多
く
空

（
立
た
ず
）

談
に
堕
て
政
事
の
要
道
に
立
す
。
音
風
流
人
の
持
称
す
而
已
。
其
政
事
の

要
道
に
立
ぬ
腰
痛
、
代
々
の
傳
種
病
と
な
れ
ば
…
（
『
古
興
路
美
廼
草
荷
』
）

賀
茂
真
淵
以
来
、
日
本
固
有
の
道
を
探
求
し
た
国
学
の
業
績
を
「
儒
佛
混
榛
の

迷
ひ
は
抜
た
」
と
し
て
評
価
す
る
も
の
の
、
「
天
地
の
外
に
神
変
不
測
の
神
が

有
と
思
ふ
に
迷
ひ
晴
ざ
る
故
」
に
「
空
談
に
堕
て
」
、
政
治
の
役
に
立
た
な
い

学
問
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
国
学
の
神
観
念
Ⅱ
実
在
の
神
を
批
判
す

る
に
至
る
の
で
あ
る
。
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先
に
見
た
よ
う
に
国
学
は
儒
教
的
神
観
念
を
批
判
し
つ
つ
形
成
さ
れ
た
経
緯

が
あ
っ
た
。
そ
の
批
判
は
時
代
を
下
っ
て
平
田
篤
胤
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

と
こ
と
ば

彼
は
、
神
々
に
つ
い
て
「
そ
の
常
磐
に
、
宮
々
に
、
今
も
鎮
り
坐
ま
す
こ
と
を

み
た
ま

暁
る
べ
し
、
然
る
を
、
彼
の
神
々
は
、
も
と
よ
り
御
霊
の
み
こ
そ
あ
れ
、

う
つ
し
ゑ
、
ま

よ

現
御
身
の
在
す
に
は
あ
ら
ず
、
な
ど
云
ふ
も
あ
れ
ど
、
そ
は
、
俗
の
神
道
者
ど

ゑ
だ
り
ご
と

け
が
れ
詮
、

も
の
い
は
ゆ
る
、
心
化
の
神
と
か
い
ふ
妄
説
を
、
き
、
な
れ
た
る
汚
耳
を
、

ば
て

（
恥
）

い
ま
だ
そ
そ
ぎ
終
い
に
因
り
て
な
り
」
と
神
の
実
在
を
主
張
し
、
「
心
化
」
の
神

観
念
を
激
し
く
否
定
し
た
。
こ
の
原
理
的
対
立
は
、
天
皇
観
や
神
典
観
に
も
当

然
及
ん
で
く
る
。

オ
ム
ヒ
ト
オ
ハ
シ
マ

ー
〈
天
皇
観
〉
篤
胤
は
、
現
人
神
の
説
明
の
中
で
、
「
天
皇
も
御
人
に
は
御
坐

ア
マ
テ
ラ
ス
ヒ
ノ
オ
ホ
ミ
カ
、
、
、
タ
苫
。
、
、
ス
ゲ

↓
、
シ
タ
Ｌ
ピ
ト
ハ
ル
カ

せ
ど
も
。
天
照
日
大
御
神
の
。
正
し
き
御
統
に
お
は
し
坐
て
。
凡
人
と
は
遥

ト
ホ
オ
ム
タ
ッ
ト
タ
グ
ヒ
オ
ハ
シ
マ

ヒ
ト
ア
ラ
オ
ハ
シ
マ
力
、
、
、

に
遠
く
。
御
尊
さ
の
類
な
く
御
坐
す
が
故
に
。
人
と
現
は
れ
御
座
す
神
と
い
ふ

．
Ｌ
ロ

マ
ヲ
タ
テ
マ
ッ
（
訂
）

義
を
も
て
。
上
代
よ
り
か
く
称
し
奉
れ
る
な
り
。
」
と
言
う
。
天
皇
は
神
で
あ
り

「
凡
人
と
は
遥
に
遠
」
い
。
そ
の
根
拠
は
徳
の
高
さ
や
政
治
的
資
質
に
あ
る
の

で
は
無
く
、
天
照
大
神
の
子
孫
た
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
規
清
は
、

既
述
の
よ
う
に
天
皇
に
徳
が
な
け
れ
ば
、
「
称
而
已
ノ
天
皇
ニ
シ
テ
天
地
神
明

二
通
シ
テ
尊
キ
天
皇
ニ
ハ
非
ズ
【
七
】
」
と
、
原
理
上
は
天
皇
の
地
位
を
相
対

化
し
た
上
で
、
徳
化
・
教
化
の
能
力
を
天
皇
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

（
羽
）

オ
モ
ム
キ

２
〈
神
典
観
〉
篤
胤
の
『
古
道
大
意
』
に
よ
れ
ば
、
神
代
巻
に
は
「
道
ノ
趣
」

ソ
ナ
ハ

が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
事
實
ノ
上
二
具
ツ
テ
」
い
る
の
で
あ
っ
て
、

コ
ト
ｌ
ｊ
か
、
、

「
毒
ク
教
訓
ト
云
う
事
ヲ
、
記
シ
タ
ル
書
物
デ
ナ
ク
テ
ハ
、
道
〈
得
ラ
レ
ヌ

オ
モ
ッ

ハ
ナ
ハ
ダ

如
ク
思
テ
居
ル
」
世
の
学
者
は
、
．
「
甚
ノ
心
得
チ
ガ
ヒ
」
を
し
て
い
る
、
と
批

ヲ
シ

ヒ
ク

判
す
る
。
そ
し
て
「
教
ヘ
ト
申
ス
モ
ノ
ハ
、
實
事
ヨ
リ
ハ
甚
下
イ
物
デ
ゴ
ザ
ル
。

其
故
〈
、
實
事
ガ
有
レ
バ
教
へ
ハ
イ
ラ
ズ
。
．
：
」
と
言
い
切
り
、
「
實
事
」
を

尊
重
せ
よ
と
言
う
。
、

天
皇
や
記
紀
神
話
に
合
理
的
判
断
を
加
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
の
よ
う
な

主
張
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
規
清
の
神
代
巻
解
釈
は
な
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。

規
清
は
「
三
部
ノ
神
典
凡
テ
神
変
不
測
ノ
文
勢
ナ
レ
ハ
、
何
レ
ニ
修
身
斉
家
治

国
平
天
下
ノ
道
有
ル
ャ
」
（
『
神
典
観
見
論
』
）
と
言
い
、
神
典
に
描
か
れ
て
い

る
の
は
、
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
ノ
道
」
に
他
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
の
よ

う
な
「
道
」
こ
そ
が
日
本
の
始
原
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
記
紀
や
天
皇

と
い
っ
た
特
殊
日
本
的
存
在
が
ま
さ
に
普
遍
的
「
道
」
を
体
現
す
る
も
の
で
あ

る
と
積
極
的
に
意
義
付
け
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

ナ
リ
ユ
ヶ
マ
マ

規
清
は
、
神
道
が
「
国
政
ニ
ナ
ラ
ザ
ル
道
卜
為
行
随
、
次
第
二
神
道
王
道
倶

二
衰
」
（
『
神
典
観
見
論
』
）
え
た
と
の
認
識
、
即
ち
神
道
と
政
治
が
分
離
し
て

い
る
こ
と
が
「
神
道
」
と
「
王
道
」
を
共
に
衰
微
さ
せ
た
原
因
だ
と
し
た
。
そ

こ
で
、
規
清
が
提
唱
し
た
の
は
ま
さ
に
「
国
政
」
の
あ
り
方
を
即
ち
「
修
身
斉

家
治
国
平
天
下
ノ
道
」
を
直
接
的
に
説
く
神
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
神
道
思
想
を
背
景
と
す
る
神
代
巻
解
釈
の
特
徴
は
、
神
代
巻
を
徹
底

的
に
物
理
的
矛
盾
な
く
且
つ
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
ノ
道
」
を
示
す
ス
ト
ー

リ
ー
と
し
て
読
も
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
近
世
前
期
の
儒
家
神

道
の
儒
教
理
念
に
よ
る
解
釈
ｌ
そ
れ
は
神
代
巻
の
神
々
を
造
化
、
気
化
、
禮

化
、
心
化
等
に
分
け
る
こ
と
で
、
テ
キ
ス
ト
と
合
理
的
認
識
の
折
り
合
い
を
つ

け
よ
う
と
苦
心
し
た
ｌ
の
段
階
を
超
え
て
神
代
巻
の
中
に
徹
底
的
に
普
遍
的

合
理
的
世
界
像
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
特
殊
日

本
的
、
非
合
理
的
神
観
念
を
背
景
に
神
代
巻
そ
の
も
の
の
持
つ
世
界
像
を
尊
重
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し
た
国
学
と
の
対
時
な
く
し
て
は
、
恐
ら
く
成
立
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
記
紀
神
話
や
天
皇
と
い
う
特
殊
日
本
的
な
存
在
は
、
国
学
思
想

と
儒
教
的
神
道
思
想
と
の
異
な
っ
た
方
向
か
ら
積
極
的
に
照
射
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
小
笠
原
春
夫
『
国
儒
論
争
の
研
究
ｌ
直
毘
霊
を
起
点
と
し
て
』
ペ
リ

か
ん
社
一
九
八
八
年
一
月

（
２
）
『
日
本
思
想
闘
争
史
料
』
第
三
巻
四
四
～
四
五
頁

（
３
）
『
直
毘
霊
』
（
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
五
八
頁
筑
摩
書
房
）

（
４
）
（
１
）
小
笠
原
前
掲
書
第
四
章
「
静
斎
義
雄
の
大
御
神
説
を
廻
っ
て
」

二
三
二
～
二
三
三
頁

（
５
）
『
日
本
思
想
大
系
羽
近
世
神
道
論
前
期
国
学
』
一
二
三
頁
岩
波
書
店

（
６
）
『
根
国
人
間
開
關
系
図
之
弁
』
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
写

本

（
７
）
拙
稿
「
賀
茂
規
清
の
「
神
代
七
代
」
章
解
釈
ｌ
『
神
代
巻
』
解
釈
論

の
前
提
と
し
て
」
（
「
文
藝
研
究
」
第
一
三
八
集
一
九
九
五
年
一
月
）

（
８
）
規
清
の
神
代
七
代
章
解
釈
書
と
し
て
は
、
他
に
『
烏
傳
日
本
書
記
長
鳴

烏
』
が
あ
る
。

（
９
）
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
写
本

（
川
）
三
十
二
神
の
事
績
は
「
万
代
ヲ
耀
シ
」
て
い
る
た
め
、
そ
の
「
子
孫
今

猶
雲
ノ
上
二
日
ノ
御
座
ヲ
守
護
給
」
て
い
る
と
す
る
。
即
ち
太
古
「
倶
二

道
ヲ
啓
発
」
し
て
国
家
建
設
を
な
し
た
神
々
の
子
孫
が
現
在
も
君
臣
関
係

を
保
っ
て
、
皇
室
に
奉
仕
し
て
い
る
と
い
う
。

（
Ⅱ
）
「
大
蛇
」
は
１
、
天
変
地
妖
の
も
た
ら
す
凶
作
と
２
、
「
自
ラ
慢
ズ
ル
心

ノ
願
著
」
の
比
喰
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
１
の
「
大
蛇
」
の
退
治
と
は
、
飢

謹
の
対
策
と
し
て
「
倹
約
ノ
法
」
す
な
わ
ち
米
を
貯
蔵
し
て
お
く
囲
米
の

実
施
を
指
し
、
２
の
そ
れ
と
は
「
質
素
ノ
人
気
卜
為
テ
死
用
ノ
費
ヲ
省
」

く
こ
と
を
意
味
す
る
。
質
素
倹
約
の
必
要
性
を
大
蛇
の
比
嚥
を
使
っ
て
、

羽
明
玉
自
ら
が
諭
し
た
の
が
、
こ
の
神
話
で
あ
る
と
す
る
。

（
岨
）
大
己
貴
と
は
「
大
一
一
己
レ
貴
ト
云
事
ニ
テ
嬬
慢
ノ
称
也
。
」
で
あ
り
、
「
道

ノ
賎
ヲ
等
閑
ニ
ス
ル
時
〈
人
気
大
己
貴
二
変
ス
レ
ペ
、
是
ヲ
專
要
卜
慎
ミ

ァ
ル
、
ヘ
シ
ト
」
と
「
馬
慢
」
を
戒
め
た
教
訓
で
あ
る
と
す
る
。

（
田
）
そ
の
徒
と
は
「
舎
リ
シ
月
ヨ
リ
一
千
五
百
日
交
合
ヲ
禁
ズ
・
」
と
し
て

出
産
後
三
年
三
ヶ
月
間
は
ま
で
母
親
の
性
行
為
は
禁
止
さ
れ
る
。
そ
の
理

由
は
、
性
行
為
が
母
乳
の
質
的
悪
化
を
引
き
起
こ
し
、
育
児
に
支
障
を
き

た
し
、
子
を
病
弱
に
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
年
児
が
生
ま
れ
る
心

配
も
な
く
、
育
児
が
充
実
す
る
こ
と
で
あ
る
。
子
は
「
国
ノ
寶
」
と
い
う

視
点
か
ら
、
健
全
な
子
の
養
育
は
国
へ
の
忠
節
で
あ
る
と
意
義
付
け
ら
れ

て
い
る
。

（
Ｍ
）
４
八
宝
鏡
開
始
章
Ｖ
に
お
い
て
、
羽
明
玉
と
三
十
二
神
が
君
臣
の
義
を

●

●

結
ん
だ
際
、
三
十
二
神
か
ら
三
十
二
臣
へ
表
記
が
替
え
ら
れ
て
い
る
。

（
旧
）
羽
明
玉
に
従
っ
た
三
十
二
神
は
共
に
実
践
す
る
有
徳
者
と
し
て
思
弁
化

さ
れ
、
そ
の
関
係
は
君
臣
関
係
の
模
範
像
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
『
旧

事
紀
』
を
典
拠
と
す
る
三
十
二
神
は
、
本
来
天
孫
降
臨
の
際
、
瓊
々
杵
尊

に
従
っ
た
神
々
で
あ
る
。
因
み
に
規
清
は
そ
の
中
の
天
神
玉
命
と
い
う
神

一

一
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（
別
）
玉
木
正
英
『
玉
籔
集
」
巻
之
五
（
『
大
日
本
文
庫
垂
加
神
道
』
上

四
五
二
頁
）

（
邪
）
平
前
掲
書
第
一

想
内
容
」
二
九
一
頁
第一

（
〃
）
平
重
道
『
吉
川
神
道
の
せ

吉
川
弘
文
館
一
九
六
六
年

（
肥
）
『
神
道
大
系
古
典
注
釈
編
三
日
本
書
紀
注
釈
（
中
こ
五
九
頁

（
岨
）
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
の
よ
う
に
「
或
日
、
羽
明
玉
、
謂
二
迦
棲
羅
王
一
」

と
仏
教
的
に
潤
色
し
て
解
釈
す
る
例
も
あ
る
。
（
（
『
神
道
大
系
古
典
注

釈
編
三
日
本
書
紀
注
釈
（
中
）
』
二
四
一
頁
）
）

（
別
）
『
神
道
大
系
古
典
注
釈
編
四
日
本
書
紀
注
釈
（
下
こ
七
二
頁

（
別
）
「
神
道
大
系
古
典
注
釈
編
四
日
本
書
紀
注
釈
（
下
こ
一
九
四
頁

（
犯
）
平
重
道
『
吉
川
神
道
の
基
礎
的
研
究
』
第
二
編
資
料
編
五
二
三
頁

の
末
喬
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
と
し
て
い
た
。

（
船
）
一
言
日
、
素
美
鳴
尊
、
将
レ
昇
レ
天
時
、
有
二
一
神
一
・
号
羽
明
玉
、
此

神
奉
迎
、
而
進
二
以
瑞
八
坂
瓊
之
曲
玉
一
・
故
素
美
鳴
尊
、
持
一
一
其
瓊
玉
一
、

而
到
二
之
於
天
上
一
也
。
（
第
六
段
一
言
第
三

（
Ⅳ
）
「
神
道
烏
傳
祓
除
抄
』
に
よ
れ
ば
こ
の
諾
再
二
尊
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、

「
萬
乗
の
君
の
御
先
祖
の
伊
弊
諾
伊
弊
冊
尊
〈
元
よ
り
天
子
な
り
。
我
人

の
先
祖
の
伊
弊
諾
伊
弊
冊
尊
は
元
よ
り
臣
下
な
り
。
」
と
血
統
に
よ
る
君

臣
の
区
分
を
厳
然
と
設
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
先
祖
」
と
し
て
の
伊

弊
諾
伊
弊
冊
は
、
歴
史
的
事
実
上
「
元
よ
り
幾
人
も
在
坐
」
す
と
言
う
の

で
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
、
「
万
乗
の
君
の
御
先
祖
と
我
人
の
先
祖
杯
と
元

一
体
」
と
す
る
他
の
神
道
家
の
説
を
「
以
の
外
の
非
言
」
と
し
て
批
判
す

一
体
」
と
す
る
他
の
神
道
家
の
華

る
際
に
見
ら
れ
た
見
解
で
あ
る
。

編
研
究
編
第
四
章
「
吉
川
神
道
に
お
け
る
秘
伝
の
思

（
妬
）
規
清
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
賀
茂
規
清
の
『
合
理
』
主
義

ｌ
流
罪
後
の
神
話
・
民
俗
・
口
碑
の
解
釈
の
分
析
を
通
し
て
」
（
「
日
本

思
想
史
研
究
」
第
二
六
号
一
九
九
四
年
三
月
）
参
照

（
恥
）
『
霊
の
眞
は
し
ら
』
下
（
「
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
七
巻
一
七
一
頁
）

（
〃
）
「
玉
た
す
き
』
一
（
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
六
巻
四
頁
）

（
羽
）
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
第
八
巻
二
一
頁

（
東
北
大
学
大
学
院
）

一

二

○


